
令

和

八

年

三

月

五

日

提

出 
定

例

市

議

会 

         

提 
案 

理 

由 

説 

明 
           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊 

本 

市 



- 1 - 

 

 
た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

議

案

に

つ

き

ま

し

て

、

そ

の

提

案

理

由

を

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。 

 

ま

ず

、
議 
第

百

七

十

号
「

熊

本

市

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

」

で

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

は

政

令

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

非

常

勤

消

防

団

員

等

の

損

害

補

償

に

係

る

補

償

基

礎

額

を

改

定

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。 

 

次

に

、
議 

第

百

七

十

一

号
「

熊

本

市

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一
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部

改

正

に

つ

い

て

」

で

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

は

国

民

健

康

保

険

法

の

一

部

改

正

等

に

伴

い

、

本

市

の

国

民

健

康

保

険

料

の

賦

課

額

に

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

納

付

金

賦

課

額

を

追

加

す

る

と

と

も

に

、

保

険

料

の

賦

課

に

関

す

る

基

準

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

な

ど

、

所

要

の

改

正

を

行

う

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。 

 

以

上

で

説

明

を

終

わ

り

ま

す

が

、
何

と

ぞ

慎

重

に

御

審

議

の

上

、

御

賛

同

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。 
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（

了
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